
令和７年度　三条市脱炭素経営促進業務 
業務受託者の公募に係る質問及び回答 

 

令和７年４月 18 日公開 

 No. 質問 回答

 １ 　CO2 算定支援の支援スケジュールは

受託者が自由に設定してもいいか？ 

ex.令和 7 年 10 月 1 日～令和 8 年 3 月

31 日

　企画提案書に記載いただくスケジュー

ルに指定はありません。提案いただいたス

ケジュールも含め審査いたします。 

　なお、業務を受託した場合は、企画提案

書に記載のスケジュールと大きな乖離な

く事業を実施してください。

 ２ 　定期報告・実績報告には、記載内容

の指定があるか？

　仕様書に記載されている業務内容に沿

った報告をしてください。

 ３ 　二酸化炭素排出量削減の実行は業務

の要件ではないのか？

　二酸化炭素排出量削減の実行は本業務

の業務内容に含みません。

 ４ 　支援企業の公募に際し、貴市の HP を

用いるなど、協力を要請することは可

能か？

　市 HP にも取組企業の募集を掲載する予

定です。掲載内容等は市と受託者で相談の

上で決定します。

 ５ 　公募の結果、想定より支援企業候補

が多かった場合、事業目的に沿えば、

提案書に記載した企業数を超えてもよ

いか？

　構いません。 

　ただし、支援実施企業提案数以上の支援

を実施した場合でも、契約額の増加は行い

ません。

 ６ 　エネルギー種別に応じた二酸化炭素

排出量の数値化、すなわち scope1,2 の

算定のみが業務内容となるのか？

scope3 の扱いはどのように位置づけて

いるか？

　仕様書に記載の事業目的を達成するた

めに必要な算定を行ってください。 

　scope3 の算定は本業務の業務内容に含

みません。

 ７ 　質問・回答は HP で公開することが記

載されていたが、委託企業の選定結果

はどのように公開されるのか？

　審査結果は、全ての入札参加者に文書で

通知するとともに、落札者を三条市ホーム

ページで公表します。

 ８ 　実施要領７(2)ウ④に記載のある「４　

参加資格(5)」とは、「４　参加資格(4)」

の誤りか？

　「４　参加資格(4)」の誤りです。修正

し再掲載いたしました。



 ９ 　記載が制限されている、「プロポーザ

ル参加者が特定できる記載」の具体例

は？ 

企業名、サービス名の他にあるか？

　企業名、サービス名の他、グループ会社

名、担当者名、住所等を想定しています。

その他にも企業を特定できるロゴ等の使

用もお控えください。


